
小多機「総合マネ加算」：基本報酬へ組込を提案

第228回
2023.10.23

介護給付費分科会

第228回介護給付費分科会は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居
宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護について、2巡目の論点提示と議論が行われ
ました。
１．定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護について
①基本報酬の中に「夜間対応型訪問介護の利用者負担に配慮した区分」を設け、両者の一体的実施を図る
②総合マネジメント体制強化加算を基本報酬に組み込む
③「事業所所在地の都道府県を越えた事業所間連携が可能である」ことを明確化する
２．小規模多機能型居宅介護
①認知症ケアに関する専門的研修修了者の配置や「認知症ケアの指導、研修の実施等を行っている」事業所につ
いて新たな評価を行う（あわせて現行の単位数を見直す）
②総合マネジメント体制強化加算を基本報酬に組込む。又、「多様な主体が提供する生活支援サービスを含む居
宅サービス計画を作成すること」等、地域包括ケアの推進・地域共生社会の実現に資する取り組みを新たに評価
３．認知症対応型共同生活介護
①医療ニーズへの対応強化（医療連携体制加算）②介護人材の有効活用（３ユニット２人夜勤について）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35768.html詳細は厚労省HPへ
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